
 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長 

先週の寒の戻りが嘘のように、今週は暖かな春の到来を感じる日々となっています。 

今年度、本校に着任いたしました小石伸一と申します。長い歴史と伝統を有する葛城中学校の校長と

して、全力で責務を果たしていく所存です。一年間、どうぞ宜しくお願いします。 

さて、保護者の皆様におかれましては、お子様のご進級、誠におめでとうございます。 

令和８年度は、新三年生は生徒数１３２人、新二年生は生徒数１３８人で、新たなるスタートを切り

ました。最上級生となった三年生は、本校の「顔」として、日々の学習や各種活動での活躍を期待する

とともに、自己の進路選択・決定に正面から向き合う力をさらに身に付けてくれると信じています。  

また、中堅学年となる二年生は、クラス替え等による更なる友人関係の深まりや、各種行事・部活動等

を通しての成長を楽しみにしています。両学年とも、４月９日にお迎えする新入生にとって、中学生と

しての良きモデルとして、学校生活に目標をもって意欲的に臨んでくれることを願っております。 

本日の着任式で生徒に紹介した転入職員５名を含めた総勢３５名の教職員で力を合わせて、学校教育

目標である「豊かな心をもつ生徒」「自ら進んで学びとる生徒」「気力あふれ、体力のすぐれた生徒」の

具現化を図るとともに、生徒一人一人の心に寄り添った支援を大切にしながら、生徒にとって、安全・

安心な居場所となる学校づくりを推進してまいりますので、今後とも本校学校教育へのご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転入・新任職員紹介 ４月１日、５名の職員が新たに着任しましたので紹介します。 

 

 

千葉市立葛城中学校 

学校だより０８-０１号 

令和８年４月８日（水） 

令和８年度の葛城中だより「葛の三つ葉」は毎月初めに発行し、学校の情報をお知らせしてまいります。 

行事等がある場合には、随時発行してまいります。なお、ホームページにもアップしています。 

 

 

全校テーマ  「様々な学習活動を通して自己の生き方を探究しよう」 

一年間を４つの節に区切り、テーマを設定しました。 

４月～６月      ７月～９月    １０月～１２月    １月～３月 

『出会い・チャレンジ』 『自 律・実 行』 『団 結・充 実』 『決 意・旅立ち』 

校  訓 

「 和 敬 協 力 」 

「 日 日 新 」 

学校教育目標 

１  豊かな心をもつ生徒  

２  自ら進んで学びとる生徒  

３  気力あふれ、体力のすぐれた生徒 

２ 

３ 

小石 伸一：校 長 

Y         ：国語科 

M         ：理 科 

M         ：学校図書館指導員 

M         ：給食非常勤職員 



 

 本年度の本校職員の配属と役割は以下のとおりです。保護者の皆様ととも

に生徒の成長のために努力いたします。１年間よろしくお願いいたします。 

校  長：小石 伸一      教    頭：Y（国語） 

教務主任：S（保体）  生徒指導主任：T（技術）           

養護教諭：Y 

担  当 ２ 学 年 ３ 学 年 

学年主任 ◎I（社会） ◎G（音楽） 

学級担任 

Ａ組 ◎I（社会） S（社会） 

Ｂ組 K（保体） K（保体） 

Ｃ組 N（国語） A（英語） 

Ｄ組 Y（理科） 〇A（国語） 

副 担 任 

○O（家庭） ◎G（音楽） 

S（英語） K（数学） 

T（技術） M（理科） 

Ｆ組（特別支援） T ・ A 

◎学年主任 〇学年副主任  

事 務 ：H  スクールカウンセラー：N 

技能員 ：O  学校図書館指導員：M  給食非常勤職員：N・M 

ＰＴＡ事務・スクールサポートスタッフ：Y 

 

≪部活動顧問≫ ◇次の職員が、１年間部活動を担当します。よろしくお願いします。 

サッカー    ：S・K      野 球：Y・S 

バスケットボール：T・A・Y     剣 道：N・I 

バレーボール  ：K・M      卓 球：S・K 

バドミントン  ：I・M      吹奏楽：G・U 

ソフトテニス  ：A・M       自然科学：K・T 

美 術     ：Y・A       家庭科：O 

 

【学校給食費のお知らせ】 

千葉市では、本年度より1食当たり給食費を改定し、４１５円となりますが、令和８年度について

は、国交付金を活用し保護者負担は据え置き、１食３２０円とします。  

給食費は、６月から年間９回に分けて、ご指定の口座から振替します。詳しくは、６月上旬の「学

校給食費納入額決定通知書」にてお知らせします。 

【学校における合理的配慮の提供について】  

平成２８年４月１日から公立学

校において、合理的配慮の提供が

義務となっております。合理的配

慮は、子どもに合った必要かつ適

当な変更及び調整で、特定の場面

に必要とされ、過度な負担を課さ

ないものです。学校に合理的配慮

の提供を求める場合には、学校（学

級担任）に申し出ください。 

【体育館エアコン工事・外壁工事について】 

 昨年度１０月より実施していた体育館のエアコン設置における

工事及び校舎の外壁工事が３月には終了しました。期間中は保護者

の皆様にも大変ご面倒をおかけしました。 

４月２５日（土）授業参観・学級懇談会・ 

学年保護者会にご参加の際は、ぜひご覧 

いただければと思います。 

また、中庭には、F組が一生懸命整備 

してくれた花壇にキレイな花が咲いてい 

ますのであわせてご覧ください！ 


